
令和８年度学生支援プロジェクト事業 ～ものっそ香大★チャレンジプログラム～ 
公  募  要  領 

 

１．目 的 

香川大学生の自主性、積極性、創造性等を高め、学生生活の活性・充実に資するとともに、地域社会で求

められる人材を育成するために、学生のチャレンジ精神を刺激する機会を増やすことを目的に、各年度にお

いて設定されたテーマに対して提案された魅力的・独創的なプログラム事業に対し、学生支援プロジェクト

予算を配分する。 

 

２．支援対象 

上記目的にあった学生提案プログラムとする（詳細は以下のとおり）。 

募集テーマ 内  容 予算額 

チャレンジ香川大学 

香川大学を輝かそう！ 

【大学を活性化するプログラム】 

① 学生主体の文化・スポーツ交流等を推進し、学生の知見を

広める企画 

（学生参加型の文化・スポーツイベントの開催、各種講演

会や講習会の企画等） 

② 学内の環境改善活動 

（美化活動、キャンパスの安全性を高める活動、体育施設

の利用促進及びマナー改善等） 

③ 香川大学オリジナルグッズのプロデュース活動 

④ 大学の広報活動 

（大学広報活動に関する改善アイディア、学内外に対し

ての情報発信等） 

⑤ キャンパスデザイン活動 

（学生目線でのキャンパスのスペース、施設の有効活用

に関するアイディア等） 

⑥ Ｄ＆Ｉ推進活動 

（学生目線で認知度を高める活動、施設整備に関するア

イディア等） 

⑦ 香川大学に関する豆知識を取りまとめた冊子の作成 

（例：2012 年まで作成されていた冊子『香川大学検定』

(学生生活支援課で閲覧可能)のリニューアル） 

各プログラム 

概ね 50万円を

上限とする。 

 

 

３．応募条件 

① 募集テーマに沿った内容の、学生の自主的なチャレンジ活動であること。 

② 企画内容は、ゼミ等での研究や卒業論文・学位論文の作成を直接の目的とするものでないこと。 

③ 本学の学部学生又は大学院生等が主体であり、複数名による団体であること。 

（本学教職員及び他大学との協定書に基づき受け入れる学生と連携することも可能とする。） 

④ １団体につき１事業のみの応募であること。同一団体による重複応募は認めない。 

（同一人物が複数団体に所属し、構成員として応募することは差し支えない。） 

⑤ 学外団体の活動の一環でないこと。 



⑥ 年度内に終了できる単年度企画であること。 

⑦ 活動団体が公認サークル団体の場合は、企画内容が通常のサークル活動内容でないこと。 

⑧ 最終報告会で最終成果を報告し、最終報告書を期限までに提出できるものであること。 

⑨ 営利を目的とする活動でないこと。 

⑩ 別に公募する「学生支援プロジェクト事業～香大生の夢チャレンジプロジェクト２０２６～」に応募  

していない団体であること。 

 

 

４．プロジェクト実施期間 

事業採択決定後 から 令和９年３月まで 

 

 

５．選考基準 

以下の項目で評価する。５は、第二次選考（ヒアリング）時のみ評価する。 

１ 募集テーマに沿った内容の、学生の自主的なチャレンジ活動であるか。 

２ 大学を活性化する活動（SDGs含む）であるか。 

３ 学生の大学生活に良い影響をもたらす活動であるか。 

４ 魅力的、独創的なプログラムであるか。 

５ わかりやすく的確な発表であったか。 

６ 必要経費の算定は妥当であるか。 

７ 年度内に実施でき、成果が得られるか。 

８ 
活動の安全性に問題がないか。（例：個人情報の取り扱いへの配慮や安全への配慮が必要な活

動の場合対策がとられているか等。） 

 

 

６．応募書類及び提出先 

以下の書類をデータにて提出すること。 

なお、様式は、本学ホームページ（大学案内→大学の取り組み→ものっそ香大★チャレンジプログラム）よ

りダウンロードすること。 

 

① 申請書（様式１） 

② 必要経費内訳書（様式２） 

③ 理由書（様式３） ※公認サークル団体が応募する場合にのみ必要 

 

【提出先】 

教育・学生支援部 学生生活支援課（担当：迫田） 

TEL ：０８７－８３２－１１６４ 

MAIL：gakusei-kagai-h@kagawa-u.ac.jp 

 

【注意事項】 

・別紙〔応募上の注意事項〕〔経費について〕を確認のうえ作成すること。 

・応募書類の様式（行・枠・文字の大きさ等）は変更しないこと。 

・応募書類（Excelデータ）は、複数シートに分かれているため注意すること。 

・書類作成にあたって不明な点があれば、事前に余裕をもって学生生活支援課へ問い合わせること。 

mailto:gakusei-kagai-h@kagawa-u.ac.jp


７．応募書類提出期限 

 

令和８年４月１７日（金）１７時００分（厳守） 

※期限後の提出は受け付けないため、注意すること。 

 

 

８．事業の選考及び配分予算額の決定 

① 第一次選考（書類審査） ：応募のあった事業について関係会議が選考する。 

② 第二次選考（ヒアリング）：第一次選考通過団体に対して関係会議が選考する。 

③ 最終選考（会議案）   ：第二次選考をもとに、採択事業及び配分予算額（案）を作成する。 

④ 採択決定        ：関係会議の作成した選考結果をふまえ、学長が採択を決定する。 

 

※各選考手続きについては、関係会議で定めるところによる。 

 

 

９．成果報告 

当該予算の配分を受けた団体は、事業の成果を最終報告会及び最終報告書（様式４）により報告するもの

とする。 

※その成果が有意義であると認められた団体に対しては、次年度の継続活動を認める場合がある。 

 

 

１０．選考等の主な日程 

令和８年 ４月１日（水）  公募開始 

４月17日（金）17時  応募書類提出期限 

５月中旬  第一次選考（書類審査） 

５月下旬 ★ 第二次選考（ヒアリング） 

６月中旬  事業の選定及び配分予算額決定（学生支援センター会議） 

６月下旬  
応募団体へ採択可否通知 

配分予算の執行開始 

６月下旬～７月上旬 ★ 経費執行方法説明会 

９月中旬～下旬 ★ 自主的活動交流会 

10月  中間報告 

11月  経費執行状況の確認 

令和９年 ３月３日（水） ★ 最終報告会 

３月末  
最終報告書（様式４）提出期限 

配分予算の執行期限（最終） 

 

※ 上記に記載されたイベント（★）には原則として出席すること。 

 

 

１１．連絡先 

 

教育・学生支援部 学生生活支援課（担当：迫田） 

TEL ：０８７－８３２－１１６４ 

MAIL：gakusei-kagai-h@kagawa-u.ac.jp 
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別紙 

〔応募上の注意事項〕 

１. 一般から参加者を募集する活動（安全への配慮が必要な活動）を含めた事業を応募する場合は、一般参

加者の保険加入を義務とし、必ず関係教職員等を責任者としておくこと。 

２. 学外団体や教職員が参加している活動については、学外団体や教職員の役割、位置づけを明確にするこ

と。 

３. 必要経費内訳書（様式２）は、以下〔経費について〕を確認のうえ記載すること。 

また、単価が５，０００円以上の事項は見積書やカタログ等の参考書類を添付すること。 

４. 応募書類の作成にあたっては、関係教員等に事前に相談し、助言を受けること。 

５. 代表者・副代表者・構成員は学研災・学研賠保険に、サークル団体はスポーツ保険に加入していること

（採択された場合でも、保険に加入していない場合はプロジェクトに参加できない）。 

６. 代表者・副代表者の連絡先は常時連絡が取れるものを記載すること。 

学生生活支援課からの問い合わせに対して回答をしない場合や、学生生活支援課が要請した書類の提出

やイベントへの出席が為されない場合は、応募及び採択を取り消すことがある。 

 

 

〔経費について〕 

１. 支援対象について 

プロジェクト事業の目的遂行上必要である次に掲げる事項とする。 

(1) 物品購入、各種役務 

執行は、本学会計関係規則等に基づくものとする。 

購入備品等の管理は、本学資産管理規則等に基づくものとする。 

※10万円（カメラ、PC、タブレット等の換金性の高いものは５万円）以上の物品及び汎用性の高い

物品（５万円に満たないカメラやタブレット、マイク・スクリーンなどの音響機器等）は、プロ

ジェクト終了後、大学（代表者の所属学部・研究科または学生生活支援課）に返却する必要があ

る。金額が高いものは、使用頻度を鑑みて、できるだけ購入ではなくレンタルで対応すること。 

(2) 拝観料・入館料、宿泊費及び移動に要する経費（バスの借り上げ代、有料道路代、鉄道賃、船賃等） 

支援額は、本学学生支援経費取扱要項に基づくものとする。 

特別な事情により自家用車の利用が必要な場合は、学生生活支援課に相談の上応募すること。 

(3) 講演会等講師に対する謝金及び旅費 

執行は、本学謝金支給基準及び本学旅費規程に基づくものとする。 

(4) その他、事業の目的遂行上必要と認められるもの 

(5) 支援対象は原則として必要経費内訳書に記載された事項のみとする。 

変更を希望する場合は、必要書類を提出のうえ学生生活支援課の許可を得るものとする。 

 

２. 支援制限について 

次に掲げる経費については、原則使用することはできない。 

(1) 建物、構築物の建設、改修に係る経費 

(2) 全体予算の８０％以上を占める場合の旅費等（宿泊費、移動に要する経費） 

全体予算の８０％以上を占める場合の備品（資産）購入に係る経費 

※プロジェクト事業の目的遂行上、８０％以上の経費を要する場合は、申請書に理由を記載するこ

と。 

例：全体の申請額 20万円のうち、80％以上にあたる 16万円以上が構成員の移動費となる場合。 

全体の申請額 20万円のうち、80％以上にあたる 16万円以上のパソコンを購入する場合。 

(3) 学外関係者に係る旅費等（宿泊費、移動に要する経費） 

(4) 活動中に発生した事故、災害等処理のための経費 

(5) 事業採択以前の活動に係る経費 



別紙 

 

(6) 年度を超える活動に係る経費 

(7) 懇親会費等の飲食費 

(8) 学内の他の経費にて措置されるのがふさわしいと考えられる経費 

 

３. 貸出可能物品について 

一部物品は、学生生活支援課から貸出可能な場合がある。 

使用頻度を鑑みて、できるだけ貸出物品で対応すること。 

なお、前年度返却した物品を次年度も使用する場合は、優先的に貸し出すものとする。 

貸出を希望する場合は個別に学生生活支援課まで問い合わせること。 

 


